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【不定期発行】

★相続税等における貸付用不動産の財産評価方法の見直し
本年度の税制改正では、相続税や贈与税の課税価格を計算する際の、貸付用不動産の財産評価方法

の見直しが盛り込まれました。この改正は、令和9年1月1日以降に相続等で取得する財産の評価に適
用されますが、具体的な評価方法等を定める通達は、現時点ではまだ公表されていません。

今後の相続税等の計算に大きな影響があると見込まれるため、今回は昨年12月の与党税制改正大
綱の内容をもとに、改正の概要をご案内します。（塚越康仁）

個人資産税のホットな情報をお届けします

◎まとめ
「居住用の区分所有財産」の評価方法の見直しについては、令和5年税制改正大綱で評価方法の適

正化の検討が記載され、令和５年７月のパブリック・コメントの募集を経て、令和５年１０月６日に
個別通達が公表されました。今回の貸付用不動産等の評価方法の見直しについても同様に、夏ごろに
パブリック・コメントの募集を経て通達が公表されると想定されます。今後の動向に注視が必要です。

◎評価方法の見直しの背景
近年、賃貸マンションに代表される貸付用不動産や不動産小口化商品の、市場価格と財産評価基本

通達（以下、「通達」）による評価額との差額を利用した相続税や贈与税の圧縮が行われているとし
て、国税当局は問題視していました。

◎見直し内容

課税時期前
5年以内取得
（R9.1.1以後）

土地（貸家の敷地）

課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって
評価する。

（取得価額±時価の変動等）×
𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

※この改正を通達に定める日までに、５年前から所有する土
地に新築をした家屋（同日において建築中のものを含む）に
は適用しない。（＝現行の評価方法による）

貸家

上記以外
（現行の評価方法）

土地（貸家の敷地） 自用地評価額（路線価）×（１－借地権割合×借家権）

貸家 固定資産税評価額×（１－借家権割合）

（１）貸付用不動産の評価方法

国税当局はこれまで、通達に定める原則的な方法により評価することが著しく不当と認められる財
産の価額は、国税庁長官の指示を受けた評価によるとする総則６項を適用することで個別に対応して
きましたが、納税者による税額の予測可能性の確保、評価の適正化及び課税の公平性の観点から、貸
付用不動産と不動産小口化商品の評価方法の見直しが行われることになりました。

R9.1.1以後
相続・贈与取得分

土地（貸家の敷地）
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって
評価する。
※課税上の弊害がない限り、事業者等が把握している適正
な売買実例価額等を斟酌して求めた金額によって評価するこ
とができる。

貸家

（２）不動産小口化商品の評価方法

事例 事例の概要 税額に与えた影響

貸付用不動産を
利用して相続税を
圧縮した事例

相続開始の２年８か月前に２２億円の
借入を行い、２１億円で一棟賃貸マン
ションを購入（通達評価額４．２億円）

取得価額による相続税額 １２．３億円
通達評価額による相続税額 ４．４億円
→７．９億円の税額減

不動産小口化商品を
利用して贈与税を
圧縮した事例

３，０００万円で不動産小口化商品を
購入し５か月後に贈与（通達評価額４
８０万円）、翌年受贈者が購入額とほ
ぼ同額で現金化

取得価額による贈与税額 １，１９５万円
通達評価額による贈与税額 ４９万円
→１，１４６万円の税額減
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